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新規制基準における重大事故等対策の整理案 

 

令和４年６月８日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 

１．趣旨及び経緯 

  本議題は、令和４年１月１９日第６０回原子力規制委員会において検討の指示があった

新規制基準における重大事故等対策の整理に関し案を策定したので、これについて、討議

いただくものである。 

 

２．新規制基準における重大事故等対策の整理案 

  別紙のとおり 

 

３．今後の進め方 

 本日の討議を踏まえ、引き続き、重大事故等対策の整理を行うとともに、東京電力福島

第一原子力発電所における事故の分析から得られた水素防護に関する知見の規制上の取扱

いについて、検討を進める。 

 

別紙及び参考資料 

 別紙 新規制基準における重大事故等対策の整理（案） 

 参考 関連条文 

 

  

資料４  
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別 紙 

 

新規制基準における重大事故等対策の整理（案） 

 

１．はじめに 

１－１．基本的な考え方 

 新規制基準は、従前から要求してきた設計基準事故1への対処に加え、重大事故2の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力と、これを発揮するために必

要な設備や手順を要求している。その要求水準に関する考え方や、対処する手段に関する考

え方は、事故の進展の段階や、直面する事態に対して、それぞれ合目的的なもの（原子炉等

による災害を防止する上で実効性のあるもの）となっている。 

 

１－２．事故の進展の段階ごとの要求水準に関する考え方 

 事故の進展する段階ごとの要求水準に関する考え方は、次のようになっている。 

まず、多量の放射性物質の放出に至るおそれがあるものとして安全設計上想定すべき状態

を設計基準事故と位置づけ、これに対処するための技術的能力や、これを発揮するための設

備や手順を要求している。 

次に、重大事故に至るおそれがある事故に関しては、炉心の著しい損傷（炉心損傷）を防

止するための対策（炉心損傷防止対策）を要求している。具体的には、重大事故に至る可能

性のある事故シーケンスを想定した上で、これに対処するために必要な措置を特定し、当該

措置の有効性を確認することを要求している。 

続いて、重大事故に関しては、原子炉格納容器の破損（格納容器破損）を防止するための

対策を要求している。具体的には、格納容器破損モードを想定した上で、これに対処するた

めの措置を特定し、当該措置の有効性を確認することを要求している。 

さらに、炉心損傷及び格納容器破損に至った場合に関しては、工場等3外への放射性物質

 
1 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第5号。以下「設置許可

基準規則」という。）第2条第2項第4号に規定する設計基準事故をいう。 
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第43条の3の6第1項

第3号及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号。以下「実用炉規則」という。）第4条に規定す

る重大事故をいう。 
3 設置許可基準規則第2条第2項第5号ロに規定する工場等をいう。 
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の拡散を抑制するための対策（放射性物質拡散抑制対策）を要求している。しかしながら、

当該対策については、特定の事象を想定した有効性の確認などは要求していない。 

 

 このように、新規制基準は、重大事故に至るまで及び至った後の各段階において生じうる

事象について、相当程度具体的に想定することができ、かつ、その想定によって考慮すべき

事象の全体を概ね包含できると考えられる場合には、その想定に基づいた対策を要求してい

る。 

他方、格納容器破損のような事態に至った場合には、事象進展における不確かさが大きい

こと等から、あらかじめ網羅的に事故シーケンスを想定することは困難である。仮に、ある

特定の事故シーケンスを前提とし、その前提に立った対策を講じれば、実際の事故対処にお

いて、前提とした想定とのわずかな違いが大きな困難をもたらすおそれがある。したがって、

重大事故が発生・進展し、不確かさが大きくなった状況においては、結果として生じた事態

に応じて柔軟に対処する能力を要求することが合目的的である。 

 

１－３．直面する事態に応じた対処手段に関する考え方 

 直面する事態に応じた対処手段に関する考え方は、次のようになっている。 

新規制基準においては、自然ハザードの想定等について強化を行う一方、強化後の想定を

上回る自然ハザードが発生することも想定し、大規模な自然災害等による施設の大規模な損

壊（大規模損壊4）が発生した場合における対策も要求している。具体的には、大規模損壊

が発生するおそれがある場合又は発生した場合（以下「大規模損壊時」という。）において、

機能喪失していない設備を柔軟に活用して、炉心損傷及び格納容器破損の緩和のための対策

等を講じることができるよう、手順、体制及び資機材等を整備することを求めている。 

また、特定重大事故等対処施設5は、本来テロ対策を主目的として要求される施設だが、

想定する自然ハザードに対して設計上余裕を有することが求められているため、大規模損壊

時にも機能喪失しない可能性が他の施設に比して高いことから、大規模損壊時における格納

容器破損防止対策等のために活用することが期待できる。 

このように、新規制基準は、大規模損壊のような事態における対処手段の選択について、

必要な時に必要な機能が維持されている設備があれば、規制上の位置づけ等にしばられるこ

 
4 実用炉規則第2条第2項第12号に規定する大規模損壊をいう。 
5 設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。 
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となくこれを有効に活用すべきであり、そのような柔軟な対応が可能となる能力を備えるこ

とを要求している。 

 

 以上を前提に、２．以下では、新規制基準の体系に即した説明を行う。 

 

２．新規制基準における重大事故等対策 

２－１．炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策 

(1) 法令上の位置づけ 

 平成２４年の原子炉等規制法の一部改正により、重大事故に関する主な改正事項として、

同法第１条の目的に「原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水

準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されること」による災害の防止が

追加された。また、発電用原子炉の設置の許可及びその変更の許可の基準に関しては、原子

炉等規制法第４３条の３の６第１項第３号に「重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷

その他の原子力規制委員会規則で定める重大事故）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術

的能力があること」が追加されるとともに、同項第４号で「発電用原子炉施設の位置、構造

及び設備が災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合す

るものであること」とされた。 

 これらの原子炉等規制法の規定に基づき、新規制基準は、従来から要求されてきた運転時

の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大防止（設置許可基準規則第１３条等）に加えて、

設置許可基準規則第３７条第１項において、「重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置」を求め、同条第２項におい

て、「重大事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破損及び工場等外への放射性物

質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置」を求めている。また、これら重大事故

等6への対策に必要な手順、体制及び資機材等の整備を行うことを、実用発電用原子炉に係

る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定。以下「SA技術

的能力基準」という。）１．において求めている。 

 より具体的には、炉心損傷防止対策に関しては、実用発電用原子炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定。

 
6 実用炉規則第3条第1項第7号ハに規定する重大事故等をいう。 
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以下「設置許可基準規則解釈」という。）第３７条第１項において、炉心損傷に至る可能性

があると想定する事故シーケンスを特定し、炉心損傷を防止する対策が想定する範囲内で有

効性があることを確認することとしている。また、格納容器破損防止対策に関しては、同解

釈第３７条第２項において、想定する格納容器破損モードに対して、格納容器破損を防止し、

かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策に有効性があるこ

とを確認することとしている。そして、これらの対策等を実施するために必要な重大事故等

対処設備7への要求事項を、その機能毎に、設置許可基準規則及びその解釈第４３条以降に

おいて定めるとともに、当該設備を用いて対策を実施する際の手順等への要求事項を、SA技

術的能力基準１．０～１．１９において定めている（放射性物質拡散抑制対策に係る要求事

項である許可基準規則第５５条及びSA技術的能力基準１．１２については、２－２において

後述する。）。 

 

(2) 審査実績 

 新規制基準への適合に係る審査（以下単に「審査」という。）においては、事業者の炉心

損傷防止対策及び格納容器破損対策を実施するための設備及び手順等が上記要求事項を満た

しているかを確認するとともに、当該対策の有効性について、実用発電用原子炉に係る炉心

損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド（平成２５年６月

１９日原子力規制委員会決定。以下「有効性評価審査ガイド」という。）等を踏まえ、想定

する事故シーケンス及び格納容器破損モードが適切に選定されているか、当該事故シーケン

ス等の特徴を踏まえた措置がとられているか、当該措置の有効性が適切に評価されているか、

要員及び燃料等の観点から対応可能であるかなどといった点について確認している。 

なお、一部の設備については、上記のような想定する事故シーケンスにおける有効性評価

とは別に、設計評価用の条件を課して確認を行っているものがある。 

 

２－２．放射性物質拡散抑制対策 

(1) 法令上の位置づけ 

放射性物質拡散抑制対策に関しては、設置許可基準規則第５５条において、「炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合にお

いて工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備」の設置を求めている。

 
7 設置許可基準規則第2条第2項第14号に規定する重大事故等対処設備をいう。 
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また、当該対策の実施に必要な手順等を整備することを、SA技術的能力基準１．１２にお

いて求めている。 

１．でも述べたとおり、格納容器破損後のような重大事故が相当程度進展した状況では、

あらかじめ事態の進展を網羅的に想定することはその不確かさの大きさから困難であり、

事態に対処するために必要となる設備と、当該設備を用いて柔軟に対処する能力を要求す

ることが合目的的である。 

具体的には、設置許可基準規則解釈第５５条及びSA技術的能力基準１．１２の解釈にお

いて、原子炉建屋に放水できる設備を配備すること及び海洋への放射性物質の拡散を抑制

する設備等を配備すること並びにこれらの設備を用いて放射性物質の拡散を抑制する手順

等を整備することを要求している。 

 

(2) 審査実績 

審査においては、事業者の放射性物質拡散抑制対策を実施するための設備及び手順等が、

上記要求事項を満たしていることを確認する。具体的には、設備について、原子炉建屋の

屋上まで放水できることなど、対策を実施する上で必要な機能を一定程度発揮しうること

等や、手順等について、対策を実施するために必要な手順が明確化されていること及び要

員が確保されていること等を確認している。 

 

２－３．大規模損壊対策 

(1) 法令上の位置づけ 

 大規模損壊対策については、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第３号における重大

事故等への対処に係る技術的能力の一環として要求されるものである。 

１．でも述べたとおり、大規模損壊のような、状況の詳細な想定が困難な事態への対処に

ついては、事態に応じた柔軟な対応が可能となる能力を備えることを要求することが合目的

的であり、具体的には、SA技術的能力基準２．１において、大規模損壊対策に必要な手順、

体制及び資機材等の整備を行うことを要求している。 

 

(2) 審査実績 

 大規模損壊時においては、既に他の対策で要求している重大事故等対処設備のうち、その

時点で機能喪失していないもの（特定重大事故等対処施設を構成するものを含む。）を柔軟
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に活用し対策を講じることが適切である。このため、審査においては、SA技術的能力審査基

準２．１に基づき、大規模損壊時において、残存した施設・設備を用いて炉心損傷及び格納

容器破損の緩和並びに放射性物質の放出を低減するための対策等を講じることができるよう、

事業者が手順、体制及び資機材等を整備していることを確認している。 
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参 考 

 

関連条文 

 
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号） 

（許可の基準） 

第四十三条の三の六 原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合におい

ては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許

可をしてはならない。 

一 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 

二 その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があるこ

と。 

三 その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規制委員会規

則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項及び第四十三条の三の

二十九第二項第二号において同じ。）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的

能力があること。 

四 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて

汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制

委員会規則で定める基準に適合するものであること。 

五 前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもので

あること。 

２～３ （略） 

 
○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号） 

（重大事故） 

第四条 法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故

は、次に掲げるものとする。 

一 炉心の著しい損傷 

二 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷 
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○実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成２５

年原子力規制委員会規則第５号） 

（定義） 

第二条 （略） 

２ この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 一～十一 （略） 

 十二 「特定重大事故等対処施設」とは、重大事故等対処施設のうち、故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムにより炉心の著しい損傷が発生するおそれがある場合

又は炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損による工場等

外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するためのものをいう。 

 十三～四十一 （略） 
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